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お 

知 

ら 

せ

行
政
相
談

償
却
資
産
申
告
書
の
提
出
を

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
を

行
っ
た
ら
届
け
出
を

土
地
登
記
簿
の
地
目
と

現
況
が
違
う
場
合
は
届
け
出
を

住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
を

確
認
く
だ
さ
い

無
料
・
匿
名
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
が

受
け
ら
れ
ま
す

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請

平
成
25
年
工
業
統
計
調
査
を
実
施

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ご
相
談
、

お
悩
み
、お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。相
談
は
無
料
で
す
。秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時　

12
月
20
日
㈮ 

10
時
～
15
時

◆
場
　
所

　

健
康
セ
ン
タ
ー 

健
康
相
談
室

◆
担
当
者

　

松
田
幹
男　

☎
62
・
３
０
２
４

　

田
口
英
輔　

☎
62
・
３
２
６
３

問 

総
務
課 

行
政
係  

☎
52
・
７
１
１
１

　

償
却
資
産
と
は
、会
社
や
個
人
で
工

場
や
個
人
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
人
が
、そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
、機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど

を
い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
は
、事
業
者
自
ら
が
市
町

村
に
、毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
申
告
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。12
月
中
旬
頃

に
申
告
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、平

　

平
成
25
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
26
年

１
月
１
日
の
期
間
に
、住
宅
や
車
庫
、倉

庫
な
ど
の
建
物
を
新
築
、増
築
、ま
た
は

取
り
壊
さ
れ
た
場
合
は
、税
務
課
ま
で

届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

新
築
、増
築
に
つ
い
て
は
随
時
、家
屋

評
価
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
、ま
だ
家
屋

評
価
が
済
ん
で
い
な
い
建
物
が
あ
り
ま

し
た
ら
、連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

取
り
壊
し
を
行
っ
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、

届
出
を
怠
り
ま
す
と
、実
際
、建
物
が
無

い
の
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、未
登
記
の
家
屋
の
売
買
な
ど

　

土
地
に
つ
い
て
は
、法
務
局
の
登
記
簿

の
地
目
に
か
か
わ
ら
ず
、毎
年
１
月
１

日
現
在
の
状
況
に
よ
り
課
税
を
行
い
ま

す
の
で
、登
記
簿
の
地
目
と
現
況
地
目

が
違
う
場
合
は
、届
け
出
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
怠
り
ま
す
と
、実
際

は
畑
な
の
に
、登
記
簿
の
地
目
が
宅
地
で

あ
る
た
め
、宅
地
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

問 

税
務
課 

資
産
税
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

　

住
基
カ
ー
ド
は
10
年
間
の
有
効
期
限

を
過
ぎ
る
と
、顔
写
真
付
き
の
場
合
は
、

本
人
確
認
書
類
と
し
て
利
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、お
持
ち
の
住
基
カ
ー
ド
を
返
納
し
、

新
た
に
交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
３
か
月
前
か
ら
手
続
き
が

で
き
ま
す
。引
き
続
き
の
ご
利
用
を
希
望

　

県
内
の
保
健
所
で
は
、12
月
１
日
の

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」前
後
に
、Ｈ
Ｉ
Ｖ

検
査
を
拡
充
し
て
行
い
ま
す
。

　

エ
イ
ズ
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
と
い
う
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
て
起
こ
る
病
気
で
す
。感
染

か
ら
発
病
ま
で
、数
年
の
潜
伏
期
間
が

町
よ
り

行
　
政

資
産
税

戸
籍
住
民

保
健
予
防

介
護
保
険

　

氷
川
町
で
は
、身
体
障
害
者
手
帳
な

ど
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、町
内
に

住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
で
、介
護
保

険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

う
ち
、寝
た
き
り
や
認
知
症
の
状
態
に

よ
っ
て
、「
身
体
障
害
者
ま
た
は
知
的
障

害
者
に
準
ず
る
」と
認
め
ら
れ
る
場
合
、

障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
書
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
を
提
示
す
る
と
、所
得

税
や
町
県
民
税
の
申
告
の
際
に
、本
人

ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が
、障
害
者
控
除

ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ

　

12
月
31
日
を
基
準
日
と
し
、平
成
25

年
工
業
統
計
調
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ

れ
ま
す
。

　

調
査
の
対
象
は
、日
本
標
準
産
業
分

類
に
掲
げ
る「
製
造
業
」に
属
す
る
事
業

さ
れ
な
い
場
合
は
、住
基
カ
ー
ド
の
返
納

の
み
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
交
付
申
請
に
必
要
な
物

・
手
数
料 

５
０
０
円

・
現
在
お
持
ち
の
住
基
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
印
鑑

※
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
は
平
成
27
年
12

月
末
ま
で
と
な
り
、平
成
28
年
１
月

か
ら
は
、個
人
番
号
カ
ー
ド
が
申
請

に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
。

◆
電
子
証
明
書
が
格
納
さ
れ
た
住
基

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
の

た
め
、住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
前
に

有
効
期
限
を
迎
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
、電
子
証
明
書
は
そ
の
有
効

期
限
ま
で
ご
利
用
で
き
ま
す
。

問 

町
民
環
境
課 

戸
籍
住
民
係

　
 

☎
52
・
５
８
５
１（
直
通
）

成
26
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
、

１
月
31
日
ま
で
税
務
課
へ
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
提
出
書
類

　

申
告
書
・
種
類
別
資
産
明
細
書

◆
課
税
標
準
額

　

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資

産
の
価
格
で
、課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
価
格

◆
免
税
点

　

課
税
標
準
額
の
合
計
が
１
５
０
万
円

未
満
の
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
税
　
額

　

課
税
標
準
額
に
１
・
４
％（
税
率
）を

乗
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

問 

税
務
課 

資
産
税
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

で
、所
有
権
移
転
を
行
っ
た
場
合
も
必

ず
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。届
け
出

が
無
い
場
合
に
は
、前
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問 

税
務
課 

資
産
税
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

あ
り
、感
染
し
て
い
て
も
早
期
に
発
見
し
、

治
療
を
始
め
る
こ
と
で
、発
病
を
予
防

し
た
り
、遅
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

検
査
は
採
血
だ
け
で
短
時
間
で
終
了

し
ま
す
。大
切
な
人
へ
感
染
を
広
げ
な
い

た
め
に
も
、一
度
、検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

◆
八
代
保
健
所
で
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査

・
検
査
実
施
日

　

毎
週
木
曜
日 

13
時
～
16
時
の
時
間
帯

・
夜
間
検
査
実
施
日

　

第
３
木
曜
日 

17
時
～
19
時
の
時
間
帯

※
た
だ
し
、「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」に
伴
い
、

12
月
５
日
㈭
に
も
夜
間
検
査（
事
前

予
約
が
必
要
）を
行
い
ま
す
。

問 

八
代
保
健
所 

☎
33
・
３
２
２
９

と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、障
害
者
手
帳
な
ど
に
よ
り
、

す
で
に
控
除
を
受
け
て
い
る
人
や
、こ
の

控
除
を
受
け
な
く
て
も
非
課
税
の
人
は
、

改
め
て
申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、こ
の
認
定
書
は
障
害
者
控
除

の
適
用
に
の
み
有
効
で
あ
り
、身
体
障

害
者
手
帳
の
代
わ
り
と
な
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、健
康
福
祉
課
ま

た
は
宮
原
振
興
局
総
務
振
興
課
に
て
申

請
書
を
記
入
、押
印
の
う
え
、ご
提
出
く

だ
さ
い
。後
日
、認
定
書
を
送
付
い
た
し

ま
す
。

◆
対
象
者

・
障
害
者
控
除
認
定
書

　

要
介
護
１
か
ら
３
の
人
で
一
定
の
要

件
を
満
た
す
人

・
特
別
障
害
者
控
除
認
定
書

　

要
介
護
４
ま
た
は
５
の
人

※
ど
ち
ら
も
平
成
25
年
12
月
31
日
の
現

況
で
認
定
し
ま
す
。

問 

健
康
福
祉
課 

介
護
保
険
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
２（
直
通
）

２
０
１
３
漁
業
セ
ン
サ
ス
の
お
礼

ま
ち
づ
く
り

　

11
月
１
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
漁
業
セ

ン
サ
ス
で
は
、町
内
漁
業
関
係
者
の
皆

さ
ま
に
は
、ご
協
力
い
た
だ
き
、誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

提
出
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
町
で
審

査
整
理
し
、県
へ
提
出
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
、調
査
の
結
果
は
細
や
か
に
集

計
し
公
表
さ
れ
、各
種
施
策
な
ど
の
基

礎
資
料
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

問 

総
務
振
興
課  

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

 

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

お問い合わせ先  農地整備課 ☎52-5855（直通）

工事に伴う交通規制について
ご協力お願いします

　12月上旬〜平成26年3月上旬まで、各地区で幹線排水路護
岸整備工事を行うため、全面通行止めの交通規制があります。
　近隣住民の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお
願いいたします。

所
で
、12
月
中
旬
か
ら
来
年
１
月
に
か

け
て
、調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、

調
査
票
記
入
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ

い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、統
計
法
に
基
づ

き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、正
確

な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

総
務
振
興
課 

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

 

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

工期：12月上旬〜平成26年3月上旬
規制：全面通行止め

反甫 竜北東小学校

工業統計キャラクター
コウちゃん


